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は じ め に 

 

この冊子では、｢大気汚染防止法(以下｢法｣という｡)｣に基づく窒素酸化物の総量規制(以下｢総

量規制｣という｡)について説明しています。 

 総量規制基準は工場・事業場に設置しているばい煙発生施設から排出される全ての窒素酸化

物の量に対する基準であり、工場・事業場が集合している地域であって排出基準のみでは環境

基準の達成が困難であると認められる地域に対して適用されます。 

大阪府では、窒素酸化物の排出量を把握する手段として「窒素酸化物総量規制に係るばい煙

発生施設の使用計画」を提供しています。 

総量規制基準の遵守状況の確認のためにご活用ください。 
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１ 総量規制対象 

 総量規制の対象は、以下の「（１）適用地域」に掲げる地域に特定工場等を設置している者及び設

置しようとする者です。 

 

（１）適用地域 

 大気汚染防止法施行令（以下「令」という。）別表第３の３第３号に掲げる以下の地域です。  

  

大阪市、堺市（美原区を除く）、東大阪市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾

市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、四條畷市、交野市、忠岡町 

 

（２）特定工場等 

 特定工場等は、適用地域に所在し、工場・事業場に設置される全ての窒素酸化物に係るばい煙発

生施設(「表－１窒素酸化物に係るばい煙発生施設」（P.２)の施設。以下「ばい煙発生施設」という。)

において使用される原料の処理能力及び燃料の燃焼能力の量を重油に換算したものの合計が

2.0kL/h 以上の工場・事業場をいいます。 

※重油の量への換算方法は、「１（３） 原料及び燃料の量の重油への換算方法」（P.３）により

行ってください。なお、非常用の施設は換算の対象外です。 
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表－１ 窒素酸化物に係るばい煙発生施設（令別表第１） 

項  施   設  の  種   類  規  模  又  は  能  力  

1  ボ イ ラ ー（ 熱 風 ボ イ ラ ー を 含 み 、熱 源 と し て
電 気 又 は 廃 熱 の み を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 

大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 (以 下 ｢令 ｣と い う ｡ )  
で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 伝 熱 面 積  
（ 以 下 単 に ｢伝 熱 面 積 ｣と い う ｡ )が 1 0㎡ 以 上
で あ る か 、又 は バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力
が 重 油 換 算 5 0Ｌ ／ 時 以 上 で あ る こ と 。  

2  水 性 ガ ス 又 は 油 ガ ス の 発 生 の 用 に 供 す る ガ
ス 発 生 炉 及 び 加 熱 炉  

原 料 と し て 使 用 す る 石 炭 又 は コ ー ク ス の
処 理 能 力 が 2 0 ｔ / 日 以 上 で あ る か ､ 又 は バ
ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 5 0 L /
時 以 上 で あ る こ と 。  

3  金 属 の 精 錬 又 は 無 機 化 学 工 業 品 の 製 造 の 用
に 供 す る 焙 焼 炉 、焼 結 炉（ ペ レ ッ ト 焼 成 炉 を
含 む 。 ） 及 び か 焼 炉 （ 1 4の 項 に 掲 げ る も の を
除 く 。 ）  

原 料 の 処 理 能 力 が １ ｔ / 時 以 上 で あ る こ
と ｡  

4  金 属 の 精 錬 の 用 に 供 す る 溶 鉱 炉（ 溶 鉱 用 反 射
炉 を 含 む 。 ） 、 転 炉 及 び 平 炉 （ 1 4の 項 に 掲 げ
る も の を 除 く 。 ）  

5  金 属 の 精 製 又 は 鋳 造 の 用 に 供 す る 溶 解 炉  
（ こ し き 炉 並 び に １ ４ の 項 及 び 2 4 の 項 か ら
2 6の 項 ま で に 掲 げ る も の を 除 く ｡ )  

火 格 子 面 積 ( 火 格 子 の 水 平 投 影 面 積 を い
う ｡以 下 同 じ ｡ )が １ ㎡ 以 上 で あ る か ､  
羽 口 面 断 面 積 (羽 口 の 最 下 端 の 高 さ に お け
る 炉 の 内 壁 で 囲 ま れ た 部 分 の 水 平 断 面 積
を い う ｡以 下 同 じ ｡ )が 0 . 5㎡ 以 上 で あ る か ､  
バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 ５
０ L /時 以 上 で あ る か ､又 は 変 圧 器 の 定 格 容
量 が 2 0 0ｋ Ｖ Ａ 以 上 で あ る こ と 。  

6  金 属 の 鍛 造 若 し く は 圧 延 又 は 金 属 若 し く は
金 属 製 品 の 熱 処 理 の 用 に 供 す る 加 熱 炉  

7  石 油 製 品 、石 油 化 学 製 品 又 は コ ー ル タ ー ル 製
品 の 製 造 の 用 に 供 す る 加 熱 炉  

8  石 油 の 精 製 の 用 に 供 す る 流 動 接 触 分 解 装 置
の う ち 触 媒 再 生 塔  

触 媒 に 附 着 す る 炭 素 の 燃 焼 能 力 が  
2 0 0  ｋ ｇ ／ 時 以 上 で あ る こ と 。  

8  
の  
2  

石 油 ガ ス 洗 浄 装 置 に 附 属 す る 硫 黄 回 収 装 置
の う ち 燃 焼 炉  

バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 ６
L /時 以 上 で あ る こ と 。  

9  窯 業 製 品 の 製 造 の 用 に 供 す る 焼 成 炉 及 び 溶
融 炉  

火 格 子 面 積 が １ ㎡ 以 上 で あ る か 、バ ー ナ ー
の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 5 0 Ｌ ／ 時 以
上 で あ る か 、 又 は 変 圧 器 の 定 格 容 量 が 2 0 0
ｋ Ｖ Ａ 以 上 で あ る こ と 。  1 0  無 機 化 学 工 業 品 又 は 食 料 品 の 製 造 の 用 に 供

す る 反 応 炉（ カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク 製 造 用 燃 焼 装
置 を 含 む 。 ） 及 び 直 火 炉 （ 2 6の 項 に 掲 げ る も
の を 除 く 。 ）  

1 1  乾 燥 炉（ 1 4の 項 及 び 2 3の 項 に 掲 げ る も の を 除
く 。 ）  

1 2  製 銑 、製 鋼 又 は 合 金 鉄 若 し く は カ ー バ イ ド の
製 造 の 用 に 供 す る 電 気 炉  

変 圧 器 の 定 格 容 量 が 1 0 0 0 ｋ Ｖ Ａ 以 上 で あ
る も の 。  

1 3  廃 棄 物 焼 却 炉  火 格 子 面 積 が ２ ㎡ 以 上 で あ る か 、又 は 焼 却
能 力 が 2 0 0ｋ ｇ ／ 時 以 上 で あ る こ と 。  

1 4  銅 、 鉛 又 は 亜 鉛 の 精 錬 の 用 に 供 す る 焙 焼 炉 、
焼 結 炉 （ ペ レ ッ ト 焼 成 炉 を 含 む 。 ） 、 溶 鉱 炉
（ 溶 鉱 用 反 射 炉 を 含 む 。 ） 、 転 炉 、 溶 解 炉 及
び 乾 燥 炉  

原 料 の 処 理 能 力 が 0 . 5 ｔ ／ 時 以 上 で あ る
か 、 火 格 子 面 積 が 0 . 5 ㎡ 以 上 で あ る か 、 羽
口 面 断 面 積 が 0 . 2 ㎡ 以 上 で あ る か 、 又 は バ
ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 2 0 Ｌ
／ 時 以 上 で あ る こ と 。  

1 5  カ ド ミ ウ ム 系 顔 料 又 は 炭 酸 カ ド ミ ウ ム の 製
造 の 用 に 供 す る 乾 燥 施 設  

容 量 が 0 . 1㎥ 以 上 で あ る こ と 。  

1 8  活 性 炭 の 製 造（ 塩 化 亜 鉛 を 使 用 す る も の に 限
る 。 ） の 用 に 供 す る 反 応 炉  

バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 ３
L /時 以 上 で あ る こ と 。  

1 9  化 学 製 品 の 製 造 の 用 に 供 す る 塩 素 反 応 施 設 、
塩 化 水 素 反 応 施 設 及 び 塩 化 水 素 吸 収 施 設（ 塩
素 ガ ス 又 は 塩 化 水 素 ガ ス を 使 用 す る も の に
限 り 、前 三 項 に 掲 げ る も の 及 び 密 閉 式 の も の
を 除 く 。 ）  

原 料 と し て 使 用 す る 塩 素（ 塩 化 水 素 に あ っ
て は 塩 素 換 算 量 ）の 処 理 能 力 が 5 0 k g／ 時 以
上 で あ る こ と 。  
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2 1  燐 、燐 酸 、燐 酸 質 肥 料 又 は 複 合 肥 料 の 製 造（ 原
料 と し て 燐 鉱 石 を 使 用 す る も の に 限 る 。）の
用 に 供 す る 反 応 施 設 、濃 縮 施 設 、焼 成 炉 及 び
溶 解 炉  

原 料 と し て 使 用 す る 燐 鉱 石 の 処 理 能 力 が
８ ０ ｋ ｇ ／ 時 以 上 で あ る か 、バ ー ナ ー の 燃
料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 ５ ０ Ｌ ／ 時 以 上
で あ る か 、又 は 変 圧 器 の 定 格 容 量 が ２ ０ ０
ｋ Ｖ Ａ 以 上 で あ る こ と 。  

2 3  ト リ ポ リ 燐 酸 ナ ト リ ウ ム の 製 造（ 原 料 と し て
燐 鉱 石 を 使 用 す る も の に 限 る 。）の 用 に 供 す
る 反 応 施 設 、 乾 燥 炉 及 び 焼 成 炉  

原 料 の 処 理 能 力 が 8 0 k g／ 時 以 上 で あ る か 、
火 格 子 面 積 が １ ㎡ 以 上 で あ る か 、又 は バ ー
ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 5 0 Ｌ ／
時 以 上 で あ る こ と 。  

2 4  鉛 の 第 二 次 精 錬（ 鉛 合 金 の 製 造 を 含 む 。 ）又
は 鉛 の 管 、 板 若 し く は 線 の 製 造 の 用 に 供 す る
溶 解 炉  

バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 1 0
Ｌ ／ 時 以 上 で あ る か 、又 は 変 圧 器 の 定 格 容
量 が 4 0 k V A以 上 で あ る こ と 。  

2 5  鉛 蓄 電 池 の 製 造 の 用 に 供 す る 溶 解 炉  バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 ４
L /時 以 上 で あ る か 、又 は 変 圧 器 の 定 格 容 量
が 2 0 k V A以 上 で あ る こ と 。  

2 6  鉛 系 顔 料 の 製 造 の 用 に 供 す る 溶 解 炉 、 反 射
炉 、 反 応 炉 及 び 乾 燥 施 設  

容 量 が 0 . 1㎥ 以 上 で あ る か 、 バ ー ナ ー の 燃
料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 ４ Ｌ ／ 時 以 上 で
あ る か 、 又 は 変 圧 器 の 定 格 容 量 が 2 0 k V A 以
上 で あ る も の 。  

2 7  硝 酸 の 製 造 の 用 に 供 す る 吸 収 施 設 、漂 白 施 設
及 び 濃 縮 施 設  

硝 酸 を 合 成 し 、 漂 白 し 、 又 は 濃 縮 す る 能 力
が 1 0 0 k g／ 時 以 上 で あ る こ と 。  

2 8  コ ー ク ス 炉  原 料 の 処 理 能 力 が 2 0 ｔ ／ 日 以 上 で あ る こ
と 。  

2 9  ガ ス タ ー ビ ン  燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 5 0 Ｌ ／ 時 以 上
で あ る こ と 。  

3 0  デ ィ ー ゼ ル 機 関  

3 1  ガ ス 機 関  燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 3 5 Ｌ ／ 時 以 上
で あ る こ と 。  

3 2  ガ ソ リ ン 機 関  

備 考  １ ） 項 番 号 は 、 令 別 表 第 １ に 掲 げ る 番 号 で す 。  
２ ） ２ ９ の 項 か ら ３ ２ の 項 ま で に 掲 げ る 施 設 の う ち 専 ら 非 常 時 に お い て 使 用 さ れ る

施 設 は 総 量 規 制 対 象 施 設 か ら 除 き ま す 。  

 

（３）原料及び燃料の量の重油の量への換算方法 

 下記に定める換算方法に従って計算します。 

（ア）原料 

 次の表の原料の種類の欄に掲げる原料ごとに同表の原料の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄

に掲げる重油の量に換算する。 

 原料の種類  原料の量 重油の量（単位 Ｌ） 

１ 
令別表第１の３の項に掲げる焼結炉において用

いられる原料 
 １kg 0.23 

２ 
令別表第１の８の項に掲げる触媒再生塔におい

て用いられる原料 
 １L 0.023 

３ 
令別表第１の 12 の項に掲げる電気炉（アーク炉

に限る｡)において用いられる原料 
 １kg 0.08 

４ 
令別表第１の 13 の項に掲げる廃棄物焼却炉にお

いて用いられる廃棄物のうち一般廃棄物 
 １kg 0.56 

５ 
令別表第１の 13 の項に掲げる廃棄物焼却炉にお

いて用いられる廃棄物のうち下水汚泥 
 １kg 0.28 

６ 

昭和 56 年環境庁告示第 82 号（以下「告 

示」という。）の各号に掲げる原料のう 

ち前各項に掲げるもの以外のもの 

 １kg 

当該原料の量 1kg 当たりの処理に伴い発

生する窒素酸化物の量に相当する窒素酸化

物の量を排出する重油（重油 1L 当たり窒素

酸化物を 0.00236kg排出するものとする。）

の量 
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（イ）燃料 

 次の表の燃料の種類の欄に掲げる燃料ごとに同表の燃料の量の欄に掲げる量につき、それぞれ同

表の重油の量の欄に掲げる量に換算する。燃料の種類の欄に掲げる燃料以外の燃料については、当

該燃料と同量の発熱量を有する重油（発熱量１kg当たり 43,950kJ、比重 0.9）の量にそれぞれ換

算する。 

 燃料の種類 燃 料 の 量 重油の量（単位 L） 

１ 原油又は軽油 １Ｌ 0.95 

２ ナフサ又は灯油 １Ｌ 0.90 

３ 液化天然ガス １kg 1.3 

４ 液化石油ガス １kg 1.2 

５ 
都市ガス（温度摂氏零度、圧力１気圧

の状態に換算して１立方メートル当た
り 45,000kJ の熱量を有するもの） 

温度摂氏零度、圧力１
気圧の状態に換算した
１立方メートル 

1.14 

６ その他の燃料 
１L（固体燃料又は気体

燃料にあつては１kg） 

当該燃料の量 1Ｌ（固体燃料又は気
体燃料にあっては、1 kg）当たりの発
熱量に相当する発熱量を有する重油
（発熱量 1L当たり 39,600kJ）の量 

 

 

※特別の換算係数 

下記のばい煙発生施設の種類の欄に掲げるばい煙発生施設において使用される燃料について

は、上記表により換算した量に当該ばい煙発生施設の種類ごとに係数を乗じるものとする。 

 ばい煙発生施設の種類 係 数 

１ 令別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの  3.5 

２ 令別表第１の３の項に掲げる煆焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの  5.0 

３ 令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの  5.3 

４  令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの  3.0 

５ 
令別表第１の９の項に掲げる溶融炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの （タン

ク窯のものに限る。） 
18.2 

６ 
 令別表第１の９の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するものであつて前項に

掲げるもの以外のもの（タンク窯のものに限る。） 
 7.0 

７ 
 令別表第１の 28 の項に掲げるコークス炉のうち製鉄の用に供するもの（オットー型のもの

に限る。） 
 5.5 

８ ばい煙発生施設の種類の欄に掲げるばい煙発生施設のうち前各項に掲げるもの以外のもの  1.0 

９ 令別表第１の 29 の項に掲げるガスタービン  3.0 

10  令別表第１の 30 の項に掲げるディーゼル機関  20.0 

11 令別表第１の 31 の項に掲げるガス機関  3.0 

12 令別表第１の 32 の項に掲げるガソリン機関  3.0 
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２ 総量規制基準 

 総量規制基準は以下に掲げる式により算出される量（Ｑ）です。なお、非常用の施設は基準算出

の対象外です。 

特定工場等の区分 基準の計算式 

基準日前から設置されているばい煙発生施設の
特定工場等 

Ｑ=0.6{Σ(Ｃ･Ｖ) }0.95 

基準日以後に新たに設置または変更されたばい
煙発生施設の特定工場等及び同日以後に新たに
設置された特定工場等 

Ｑ=0.6{Σ(Ｃ･Ｖ) +Σ(Ｃi･Ｖi)}0.95 

この式において、Ｑ 、Ｃ、Ｖ、Ｃi及びＶiは、それぞれ次の値を表す。 

Ｑ ：排出が許容される窒素酸化物の量（単位 Ｎｍ３/ｈ） 

Ｃ ：特定工場等に基準日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、そ

の種類ごとに表－２の表に定める施設係数 

Ｃi ：特定工場等基準日以後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類

ごとに表－２の表に定める施設係数 

Ｖ ：特定工場等に基準日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガ

ス量（単位 Ｎｍ３/ｈ） 

Ｖi ：特定工場等に基準日以後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量

（単位 Ｎｍ３/ｈ）） 

 

 

［基準日］ 
施設の種類 基準日 

令別表第１（表－１）の１の項に掲げるボイラーのうち伝熱
面積が 10m2未満のもの 

昭和 60年９月 10日 

令別表第１（表－１）の 29 の項に掲げるガスタービン及 30
の項に掲げるディーゼル機関 

昭和 63年２月１日 

令別表第１（表－１）の 31 の項に掲げるガス機関及び 32 の
項に掲げるガソリン機関 

平成３年２月１日 

上記以外の窒素酸化物に係るばい煙発生施設 昭和 57年 11月１日 
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表－２ ばい煙発生施設の施設係数 

       ば い 煙 発 生 施 設 の 種 類 
施 設 係 数 

Ｃ Ｃi 

１ 
１ 

  大気汚染防止法施行令（昭和 43 年政令第 329 号。以下「令」という。）別 
 表第１の１の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの 

2.5 1.6 

２   令別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの 6.5 4.6 

 
３ 

  令別表第１の１の項に掲げるボイラー（液体燃料を使用し、かつ、排煙脱 硫装置を
設置するものに限る。）のうち前２項に掲げるもの以外のもの 

5.0 3.2 

４   令別表第１の１の項に掲げるﾎﾞｲﾗｰのうち前各項に掲げるもの以外のもの 3.1 2.2 

 
５ 

  令別表第１の２の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの（天井バ
ーナー燃焼方式のものに限る。） 

4.5 3.2 

６   令別表第１の２の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの 3.0 2.1 

７   令別表第１の３の項に掲げる焙焼炉（重油煤を原料とするものに限る。） 9.5 6.7 

８   令別表第１の３の項に掲げる焙焼炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 2.9 2.0 

９   令別表第１の３の項に掲げる焼結炉 11.0 7.7 

10   令別表第１の３の項に掲げる煆焼炉のうちｱﾙﾐﾅの製造の用に供するもの 6.5 4.6 

11   令別表第１の３の項に掲げる煆焼炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 2.0 1.4 

12   令別表第１の４の項に掲げる溶鉱炉 2.0 1.4 

13   令別表第１の４の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの 3.0 2.3 

14   令別表第１の５の項に掲げる溶解炉のうち合金鋳鉄の製造の用に供する反射炉 5.5 3.9 

15   令別表第１の５の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 3.0 2.1 

16   令別表第１の６の項に掲げる加熱炉 3.8 2.7 

17   令別表第１の７の項に掲げる加熱炉 3.0 2.1 

18   令別表第１の８の項に掲げる触媒再生塔 2.5 2.0 

19   令別表第１の８の２の項に掲げる燃焼炉 1.2 0.8 

 
20 

  令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉（ガスを燃焼させるロータリ
ーキルンに限る。） 

14.0 9.8 

 
21 

  令別表第１の９の項に掲げる焼成炉（石灰焼成炉に限る。）のうち前項に 掲げるも
の以外のもの 

6.0 4.2 

22   令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうちｾﾒﾝﾄの製造の用に供するもの 9.0 6.3 

23 令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうち骨材焼成炉 10.0 7.0 

24 
令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供

するもの 
11.0 7.7 

 
25 

令別表第１の９の項に掲げる溶融炉（板ガラス又はガラス繊維製品（ガラス繊維を含
む。）の製造の用に供するものに限る。次項において同じ。）のうち液体燃料を使用し、
かつ、排煙脱硫装置を設置するもの 

24.0 16.8 

26 令別表第１の９の項に掲げる溶融炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 20.5 14.4 

27 令別表第１の９の項に掲げる溶融炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの 70.0 49.0 

28 
令別表第１の９の項に掲げる溶融炉（ガラスの製造の用に供するものに限る。）のうち

25 の項から前項までに掲げるもの以外のもの 
22.4 15.7 

29 令別表第１の９の項に掲げる施設のうち 20の項から前項までに掲げるもの以外のもの 4.0 2.8 

30 令別表第１の 10 の項に掲げる施設 3.0 2.1 

31 令別表第１の 11 の項に掲げる乾燥炉 3.7 2.6 

32 令別表第１の 12 の項に掲げる電気炉 19.0 13.3 

33 
令別表第１の 13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち一般廃棄物又は下水汚泥を焼却する

もの（昭和 57 年 11月１日以後に設置されたものに限る。） 
7.0 7.0 
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34 令別表第１の 13 の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 8.5 7.0 

35 令別表第１の 14 の項に掲げる焙焼炉 2.0 1.4 

36 令別表第１の 14 の項に掲げる焼結炉 8.5 6.0 

37 令別表第１の 14 の項に掲げる溶鉱炉 1.0 0.7 

38 令別表第１の 14 の項に掲げる転炉 3.0 2.3 

39 令別表第１の 14 の項に掲げる溶解炉 3.0 2.1 

40 令別表第１の 14 の項に掲げる乾燥炉 3.0 2.1 

 
41 
22 

令別表第１の 15 の項に掲げる乾燥施設 3.0 2.1 

42 令別表第１の 18 の項に掲げる反応炉 3.0 2.5 

43 
令別表第１の 19の項に掲げる施設のうち光ﾆﾄﾛｿ化法によるカプロラクタムの製造の用

に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロソ化反応若しくはジアゾ化反応を行う工
程に供する塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設 

 
5.0 

 
3.5 

44 令別表第１の 21 の項に掲げる焼成炉 4.0 2.8 

45 令別表第１の 21 の項に掲げる溶解炉 3.0 2.1 

46 令別表第１の 23 の項に掲げる乾燥炉 3.0 2.1 

47 令別表第１の 23 の項に掲げる焼成炉 4.0 2.8 

48 令別表第１の 24 の項に掲げる溶解炉 3.0 2.1 

49 令別表第１の 25 の項に掲げる溶解炉 3.0 2.1 

50 令別表第１の 26 の項に掲げる溶解炉 3.0 2.1 

51 令別表第１の 26 の項に掲げる反射炉 3.0 2.1 

52 令別表第１の 26 の項に掲げる反応炉 3.0 2.5 

53 令別表第１の 26 の項に掲げる乾燥施設 3.0 2.1 

54 令別表第１の 27 の項に掲げる施設 2.0 1.6 

55 
令別表第１の 28の項に掲げるコークス炉（製鉄の用に供するオットー型のものに限る。

次項において同じ。）のうち昭和 57 年 11 月１日以後に設置され 
 

7.0 7.0 

56 令別表第１の 28 の項に掲げるｺｰｸｽ炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 11.7 7.0 

57 令別表第１の 28 の項に掲げるコークス炉のうち前２項に掲げるもの以外のもの 4.0 
4.0 

2.8 
2.8 

58 令別表第１の 29 の項に掲げるガスタービン 7.0 5.0 

59 令別表第１の 30 の項に掲げるディーゼル機関 49.0 40.0 

60 令別表第１の 31 の項に掲げるガス機関 7.0 5.0 

61 令別表第１の 32 の項に掲げるガソリン機関 7.0 5.0 

 

備考） 

昭和 57 年 11月１日以後に新たに窒素酸化物に係るばい煙発生施設が設置される場合において、

当該設置と併せて同日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設が廃止されるとき

における「２総量規制基準」(P５)の「基準日以後に新たに設置または変更されたばい煙発生施設

の特定工場等」の算式の適用については、当該設置に係るすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施

設において算出されるΣ（Ｃ・Vi）が、当該廃止に係るすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設

において算出されるΣ（Ｃ・Ｖ）を超えない場合は、当該設置に係るすべての窒素酸化物に係るば

い煙発生施設の施設係数 Ci をＣとみなす。 
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３ 使用計画書 

（１）使用計画書の記載方法 

様 式 ２ の 記 載 例  
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様 式 ２ の 記 載 上 の 注 意 事 項  

１ 事業所名 届出事業所名を記入する。 

２ 所在地 当該事業所の所在地を記入する。 

３ 施設番号 
特定工場等における施設の番号を記入する。（例：１号 ２号 Ｔ－１ Ｔ
－２ 等） 

４ 
令別表第１の 

項番号 
「表－１窒素酸化物に係るばい煙発生施設(令別表第１)」に示す項番号を
記入する｡ 

５ 
施設係数に係る

区分番号 
「表－２ ばい煙発生施設の施設係数」に示す項番号を記入する。 

６ 施設の種類 
「表－１ 窒素酸化物に係るばい煙発生施設(令別表第１)」の施設の種類
に示す施設名称を記入する。 （例：ボイラー ガス発生炉 加熱炉 等） 

７ 
施設の 

設置年月日 

下記のいずれかの年月日を記入する。 
 ・設置の届出に際して、法に基づくばい煙発生施設設置届出書の別紙１に

記載した「着手予定年月日」を記入する。 
 ・使用及び変更の届出に際して、法に基づくばい煙発生施設使用（変更）

届出書別紙１に記載した「設置年月日」を記入する。 

８ 施設の規模 

施設の種類に応じ、伝熱面積、火格子面積、原料の処理能力、出力規模等
を記入する。なお、原料及び燃料の燃焼能力以外の施設の規模を優先して
記入する。 

９ 
原料及び燃料の

燃焼能力 
各施設で使用する原料及び燃料の最大燃焼能力（定格値）を記入する。 
 （単位：液体 kL／ｈ、気体 Nm３／ｈ、固体 t／ｈ） 

10 
使用する原料又

は燃料 
(a)種類  (b)混焼割合  
 各施設で使用する原料及び燃料の種類（名称）、混焼割合を記入する。 

11 換算係数 

原料については１（３）（ア）に示す換算係数を、燃料については１（３）
（イ）に示す換算係数と、特別の換算係数が設定されている施設について
は１（３）（イ）※に示す特別の換算係数を記入する｡ 
 数値は、１（３）（ア）及び（イ）６項に該当する場合は、小数点以下４
桁目を四捨五入すること。 

12 
 

原料及び燃料使
用量の重油換算
値（WNOx） 

 

各施設について、「９ 原料及び燃料の最大燃焼能力」と「11 換算係数」
を乗じて WNOx を計算し記入する。ただし、１（３）（イ）※の施設の種類
の欄に掲げる施設において使用される燃料については、表－２により換算
した量に、当該施設の種類ごとにそれぞれ１（３）（イ）※の係数の欄に掲
げる数を乗じるものとする。 

原料を用いるものについては、重油の量への換算を原料の量により行う。 
 数値は、小数点以下４桁目を切り捨てること。 

13 
 

使用状
況 

予備 予備施設に○印を記入する。 

交互 
交互使用する施設にあっては、（C･V+Ci･Vi）の大きい方の施設に◎を記入
し、小さい方の施設を予備の施設として○印を記入する。備考の欄に交互
使用する相手の施設の施設番号を記入する。 

休止 休止施設に○印を記入する。 
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14 
単位乾き 

排ガス量 Ｇ0' 

原則として、各施設で使用する原料及び燃料の理論燃焼計算による乾き
排出ガス量とする。ただし、次表に示す単位乾き排出ガス量を使用しても
よい。 

  原燃料の種類 原燃料の量 単位乾き排出ｶﾞｽ量(Nm3) 

  1  Ａ重油 1 L 8.9 

  2  Ｂ重油 1 L 9.3 

  3  Ｃ重油 1 L 9.5 

  4  軽 油 1 L 8.8 

  5  灯 油 1 L 8.4 

  6  一般炭 1 kg 7.2 

  7  コークス 1 kg 7.2 

  8  木 材 1 kg 3.5 

  9  木 炭 1 kg 7.6 

 10  都市ｶﾞｽ13A 
     (４５MJ/ Nm3) 

1 Nm3 9.6 

 11  液化天然ｶﾞｽ(LNG) 1 Nm3 9.8 

 12  液化石油ｶﾞｽ(LPG) 1 kg 11.0 

 13  都市ごみ 1 kg 1.9 

 14  下水汚泥 1 kg 1.4 

 15   紙 1 kg 4.0 
 

15 

排出ガス量 
(乾き排出ガス
量､定格能力、酸
素 0%換算値) 

「９原料及び燃料の燃焼能力」に、「14 単位乾き排ガス量」を乗じて求め
た値を記入する。 
 なお、この方法により排出ガス量の算定が難しい場合は、排出ガス量、排
出ガス中の酸素濃度及び水分量の実測値又は排風機等の能力をもとに排出
ガス量を決定し記入する｡熱源が電気である施設（電気炉（アーク炉に限
る｡）を除く｡）にあっては、排出ガス量を０とする。 

16 

排出ガス量 

 Ｖ ：５ページ目「２ 総量規制基準」に示す基準日前に設置された施設
から排出される排出ガス量 

 Ｖi ：５ページ目「２ 総量規制基準」に示す基準日以後に設置された施
設から排出される排出ガス量 

数値は、小数点以下４桁目を切り捨てること。 
 
※スクラップ・アンド・ビルドの取扱いについて 

更新等のために基準日前に設置された対象施設を廃止し、これに替えて
対象施設を設置する場合は、当該設置される対象施設に係る Σ（C･Vi）
のうち、当該廃止される対象施設に係る Σ（C･V）に相当する範囲を基
準日前に設置されたものと同様 Σ（C･V）として取り扱う。 

施設係数 

ばい煙発生施設の施設係数（表－２）に示す施設係数を記入する。 
 Ｃ ：５ページ目「２ 総量規制基準」に示す基準日前に設置された施設

の施係数 
 Ｃi ：５ページ目「２ 総量規制基準」に示す基準日以後に設置された施

設の施設係数 

C･V､Ci･Vi 

各施設について、C･V､Ci･Vi を計算し記入する。 
数値は、小数点以下４桁目を切り捨てること。 
なお、予備及び休止の施設ならびに交互使用の施設のうち C･V+Ci･Vi の小
さい施設については除く。 

17 
使用状
況 

予備 予備施設に○印を記入する。 
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交互 
交互使用する施設は、（C･V+Ci･Vi）の大きい方の施設に◎を記入し、それ
以外の施設を予備扱いとして○印を記入する。備考の欄に交互使用する相
手の施設の施設番号を記入する。 

休止 休止施設に○印を記入する。 

18 
施設管
理値 

Ｎ値 

Ｎ値は、施設ごとに最大窒素酸化物排出濃度（Ｏ２＝0％）を記入する。 
Ｎ値は、原則として１時間の平均値とする。 
Ｎ値は、以下の条件を満足することが必要である。 

・最大 NOx 排出量合計値 Σ{       } ≦ 許容排出量 Ｑ 

・Ｎ値は、法の排出濃度基準を満足していること。 

最大
NOx 排
出量 

最大 NOx 排出量       は、各施設について記入欄に示す計算方法 

 

により求めた値を記入する。 

数値は、小数点以下４桁目を切り上げること。 

19 
NOx 対策の 

内容 
NOx 排出量の低減化のための対策を施設ごとに記入する。対策なしの施設
の場合は、空欄とする。 

20 
NOx 

許容排出量 Q 

総量規制基準の算式により、当該特定工場等の NOx許容排出量を算出し記
入すること。 
数値は小数点以下４桁目を切り捨てること。 

21 備考 

・交互使用している場合は、組合せがわかるように相手側の施設名を記入
すること。 

・スクラップアンドビルドの状況を記入すること。 
・施設の使用状況について変更があった場合は、その期日を記入すること。 
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(２)附表の記載方法 

附表の記載例 

附
表

施
設
別

の
窒
素
酸
化
物
デ
ー
タ
整
理
表

施
設

番
号

施
設

の
種

類

測
定

年
月

日
Ｎ

Ｏ
x
対

策
の

内
容

原
料

及
び

燃
料

の
種

類

原
料

及
び

燃
料

の
使

用
量

単
位

実
測

乾
き

排
出

ガ
ス

量
(
N
m
3
/
h
)

実
測

Ｎ
Ｏ

x
濃

度
(
p
p
m
)

<
1
>

実
測

Ｏ
2

濃
度

(
％

)
<
2
>

負
荷

(
％

)

Ｏ
2
0
%
換

算

Ｎ
Ｏ

x
濃

度
(
p
p
m
)

測
定

法

H
○

.
△

．
□

低
N
O
X
バ

ー
ナ

ー
都

市
ガ

ス
1
3
A

1
6
0

N
m
3
/
h

1
7
2
9

4
0

4
.
5

6
2

5
1
P
D
S
法

換
算

式
は

原
則

と
し

て
次

の
と

お
り

と
す

る
。

<
1
>
×

2
1
/
(
2
1
-

A
A
B
C
D
E
-
1
2
8

ボ
イ
ラ
ー

測
定

時
の

状
況

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

「
単

位
」

は
原

則
と

し
て

次
の

と
お

り
と

す
る

。

　
気

体
 
N
m
3
/
h
、

液
体

 
L
/
h
、

固
体

 
k
g
/
h

01
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

O20%NOx濃度(ppm)

負
荷
(％

)

負
荷

-Ｏ
2
0％

Ｎ
Ｏ

x濃
度

の
特

性
線

図

 



 

13 

 

附表の記載上の注意事項 

１ 
届出値を変更する場合(Ｎ値を変更する場合、新たにＮ値を設定する施設で過去に測定実績が

ある場合)に添付する。 

２ 附表は施設ごとに作成する。 

３ 
施設番号 

施設の種類 
別紙２で記入した施設番号、施設の種類を記入する。 

４ 

各項目       整理表下部にある各項目の記入内容を参照し記入する。 

 

換算 NOx 

濃度(ppm) 

次の式により求め記入する。 

                21 

(実測NOｘ濃度(ppm))×─────────── 

21－(実測O2濃度(ppm) 

測定法 測定時に採用した測定法の名称を記入する。 

５ 
横軸に負荷（％）、縦軸に換算 NOx 濃度（ppm）をプロットしたグラフを貼付又は別紙として

添付する。 
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４ 大阪府および市町村の公害・環境担当部局一覧（2020年４月１日現在） 

 

（１）所在地がする工場・事業場が下記の市町村の場合、担当部署に直接お問合せください。 

市町村 担当部署届出の提出先 電話番号 

大阪市 
環境管理課 

環境保全対策グループ 
06-6615-7923（直） 

北・都島・淀川・東淀川・旭 
環境管理部環境管理課 

北部環境保全監視グループ 
06-6313-9550（直） 

中央・天王寺・浪速・東成・生野・

城東・鶴見 

環境管理部環境管理課 

東部環境保全監視グループ 
06-6267-9922（直） 

福島・此花・西・港・大正・西淀

川 

環境管理部環境管理課 

西部環境保全監視グループ 
06-6576-9247（直） 

阿倍野・東住吉・平野 
環境管理部環境管理課 

南東部環境保全監視グループ 
06-6630-3433（直） 

住之江・住吉・西成 
環境管理部環境管理課 

南西部環境保全監視グループ 
06-4301-7248（直） 

高槻市 環境政策課 072-674-7486（直） 

堺市 環境対策課 072-228-7474（直） 

東大阪市 公害対策課 06-4309-3203（直） 

茨木市 環境政策課 072-620-1644（直） 

枚方市 環境指導課  050-7102-6014（直） 

岸和田市 環境課 072-423-9462（直） 

阪南市 生活環境課 072-471-5678（代） 

吹田市 環境保全課 06-6384-1850（直） 

豊中市 環境政策課 06-6858-2102（直） 

八尾市 環境保全課 072-924-3841（直） 

貝塚市 環境衛生課 072-433-7186（直） 

松原市 環境予防課 072-334-1550（代） 

寝屋川市 環境保全課 072-824-1181（代） 

泉佐野市 環境衛生課 072-463-1212（代） 

 

（２）下記の①から③の市町村では届出に係る事務や規制指導等を分担して処理しています。 

 ①池田市、箕面市、豊能町、能勢町 

市町村 担当部署届出の提出先 電話番号 

池田市 環境政策課（広域環境保全課） 072-754-6647（直） 

箕面市 環境動物室 072-724-6189（直） 

豊能町 環境課 072-736-1190（直） 

能勢町 地域振興課 072-734-3171（直） 

 

 ②河内長野市、富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 

市町村 担当部署届出の提出先 電話番号 

河内長野市 環境政策課 0721-53-1111（代） 

富田林市 みどり環境課 0721-25-1000（代） 

大阪狭山市 市民生活部生活環境グループ 072-366-0011（代） 

太子町 生活環境課 0721-98-5522（直） 

河南町 環境・まちづくり推進課 0721-93-2500（代） 

千早赤阪村 住民課 0721-72-0081（代） 
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 ③泉大津市、忠岡町 

市町村 担当部署届出の提出先 電話番号 

泉大津市 環境課 0725-33-1131（代） 

忠岡町 生活環境課 0725-22-1122（代） 

 

 

（３）泉州地域のうち高石市、熊取町、田尻町、和泉市、泉南市及び岬町の工場・事業所は、

担当部署は下記の部署となります。 

   ・担当部署：大阪府 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 

   ・電話番号：072-439-3601（代）内線 216 

 

 

（４）守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市及

び島本町の工場・事業所は、担当部署は下記の部署となります。 

   ・担当部署：大阪府 環境管理室 事業所指導課 大気指導グループ 

   ・電話番号：06-6941-0351（代）内線 3874 


